
年
金
制
度
に
つ
い
て
、
手
続

き
、
開
始
年
齢
や
、
定
年
退
職

後
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
を
ど
う
す

る
の
か
。

退
職
金
の
使
い
道
の
一
つ
と

し
て
投
資
信
託
が
あ
り
、
長
期

的
に
使
い
道
が
な
け
れ
ば
リ
ス

ク
を
低
く
運
用
で
き
る
。

定
期
預
金
に
関
し
て
も
、
退

職
金
の
金
利
が
良
い
商
品
も
あ

る
。年

金
の
受
け
取
り
な
ど
分
か

ら
な
い
こ
と
は
労
金
で
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。
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来
年
度
に
退
職
を
迎
え
る
59
才
を
対
象
に
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
た
。

当
日
は
、
中
央
労
金
水
戸
支
店
か
ら
吉
津
さ
ん
、
古
徳
さ
ん

か
ら
退
職
後
で
の
年
金
、
資
産
運
用
（
マ
ネ
ー
プ
ラ
ン
）
つ
い

て
話
さ
れ
た
。

一
人
で
悩
ま
ず

国
労
へ
相
談
。

み
ん
な
で
楽
し
く

が
ん
ば
ろ
う
！

働き方改革関連法②

労働基準法では1日8時間、１週40時間と定められ、これを超える場合は３６協定の届け出が必

要です。（これまでと同じです）

以前は上限が定められていませんでしたが上限が設けられた。
時間外労働は月45時間、年間360時間を超えることはできないが、国労水戸6号で特別条項で超

えることが出来ると説明した。

ただし、月に44時間の時間外労働をしても休日労働が56時間のように１００時間を超えると法

律違反となる。

では100時間までは大丈夫なのか。厚生労働省から過労死ラインは80時間、100時間というデー

ターもあり、今後に課題が残る。

労働者が時間外・休日労働時間が把握されている。時間外労働が少なく年次有給休暇の取得が

多いほど過労死も少なく、メンタルヘルスが良好であると言える。

36協定の内容を労働者に周知してもらうことが必要です。


